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第1条	
 （本サービス）	
 

1. 甲は乙に対し、本サービスを提供し、乙はそれに対し利用料金を支払う。	
 

2. 本サービスは次のプランのうちから乙が選択したものとする。	
 

(1) 家事代行プラン	
 

通常の家事代行、ベビーシッターおよび高齢者支援を総合的に行うもの	
 

月 2 回以上かつ月間利用時間が 12 時間以上	
 

(2) ベビーシッタープラン	
 

ベビーシッターのみの代行	
 

月 2 回以上かつ月間利用時間が 12 時間以上	
 

(3) 掃除集中プラン	
 

自宅の掃除のみの代行	
 

月 1 回以下または月間利用時間が 12 時間未満	
 

(4) スポットサービス	
 

家事代行またはベビーシッタープランを利用する場合で月 1回以下または月間利用時間

が 12 時間未満の場合	
 

3. 次の場合のベビーシッターは家事代行プランに含まれるものとする。	
 

(1) 乙の自宅以外で行うことを予定する者	
 

(2) 病児の場合	
 

4. スタッフ１名で世話をするお子様は、原則として２名までとする。	
 

	
 

第2条	
 （掃除・家事）	
 

本サービスで提供される掃除および家事（すべてのプランを含む）は、次のとおり行うものとす

る。	
 

(1) 別途定める掃除道具および薬剤を除いて乙が所持する掃除道具を利用するものとする。	
 

(2) 掃除道具や消耗品、調理材料等は、乙の自宅にあるものを使用するものとする。なお、	
 	
 買

い物を代行したときは、甲は乙に対し、別途実費を請求するものとする。	
 

	
 

第3条	
 （ベビーシッター）	
 

本サービスで提供されるベビーシッター（すべてのプランを含む）は、次のとおり行うものとす

る。	
 

(1) お子様の世話をするにあたり必要とされる玩具・教材等については、乙が所持しているもの

を甲が無償で使用するものとする。ただし、特に乙から要望があった場合には、甲は玩具・

教材等を用意するものとする。この場合においては、甲は乙に対し、別途実費を請求するも
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のとする。	
 

(2) ベビーシッターの提供場所は、乙の自宅または乙が用意したお子様を世話するに相応しい安

全かつ清潔な場所とし、甲のスタッフの自宅等での世話は引き受けないものとする。この場

合において、午睡・おむつ替え等の必要なお子様については、その場所を乙が確保する。	
 

(3) 遊園地、水族館、博物館、美術館等での世話については、午睡・おむつ替え等の必要のない

お子様に限るものとする。この場合においては、お子様および甲のスタッフの入場料・交通

費・飲食代等の諸経費は、別途乙が負担する。	
 

	
 

第4条	
 （利用方法）	
 

1. 乙は次の流れに従い、本サービスを利用することができる。	
 

(1) 希望日の前々日までに甲へ電話をかけ希望日時、場所等を連絡する。	
 

(2) 利用時間は全てのプランおよびサービスにおいて１回あたり２時間以上 30 分単位とする。	
 

(3) 予約の変更および時間の延長については、甲は可能な限り対応するが、これを保障するもの

ではない。	
 

	
 

第5条	
 （指示・要望）	
 

1. 本サービス内容についての指示・要望等は事前に甲が乙から承ったものに限るものとし、そ

の場で乙から甲のスタッフへ直接連絡ないし指示することにより対応しないものとする。	
 

2. 乙は甲に対し、スタッフの選定を一任するものとする。	
 

	
 

第6条	
 （免責）	
 

1. 乙は、貴重品ならびに危険物等を、部屋の中に放置してはならず、甲は乙の貴重品について

一切責任を負わないものとする。	
 

2. 甲は、乙の飼育する動植物については一切責任を負わないものとする。	
 

	
 

第7条	
 （緊急時の対応）	
 

1. サービス提供中、応急処置が必要な事態が生じた場合には、乙はその対応を甲に一任するも

のとする。この場合において、医師の診察が必要なときは、甲は乙の指示に従うものとする。	
 

2. 応急処置にかかった費用は、その全額を乙が負担する。	
 

	
 

第8条	
 （利用制限等）	
 

乙または乙の家族に感染症疾患が生じたときは、甲はその状況の程度によりサービス提供の可否

を決定するものとする。	
 

	
 

第9条	
 （利用料金の構成）	
 

本サービスの利用料金は、基本料金、割増料金、交通費を合計した額とする。	
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第10条	
 （基本料金）	
 

乙は、甲に対し、次の基本料金に従い報酬を支払わなければならない。	
 

（基本料金）	
 	
 	
 	
 	
 	
 	
 通常時間（9:00～18:00）	
 	
 	
 	
 	
 （税別・1 時間あたり）	
 

月間利用時間	
 家事代行プラン	
 ベビーシッタープラン	
 スポットサービス	
 

	
 	
 	
 	
 	
 ～	
 11時間	
 ３０００円	
 ３０００円	
 

３０００円	
 
12時間	
 ～	
 49時間	
 ２５００円	
 １９００円	
 

50時間	
 ～	
 100時間	
 ２４００円	
 １８００円	
 

101時間以上	
 ２３００円	
 １７００円	
 

交通費一律	
 ９００円（スタッフ一名につき）	
 

（掃除集中プラン）	
 	
 通常時間（9:00～18:00）	
 （税・交通費込・時間 3.5 時間）	
 

	
 

	
 

第11条	
 （割増料金）	
 

1. 乙は、甲が本サービスを早朝夕夜深夜（18:00～翌朝 9:00）の時間帯に行った場合は、基本

料金に加えて、１時間あたり 700 円を加算した割増料金を支払わなければならない。	
 

2. 前項の割増料金は、年末・年始・夏季休暇中においては、基本料金の 50％とする。	
 

3. 乙が甲に依頼した当日に本サービスを行う場合は、緊急手配料として 5、000 円、依頼した翌

日に本サービスを行う場合は 2、500 円の緊急手配料がかかるものとする。	
 

4. 乙が甲の有資格を有するスタッフを指名する場合は下記のオプション料金を支払わなければ

ならない。（指名料金・1 時間あたりの料金）	
 

スタッフ指名料金	
 利用料金（税別）	
 

栄養士・調理師	
 	
 	
 ５００円	
 

保育士・教員	
 	
 	
 ５００円	
 

ホームヘルパー	
 	
 	
 ５００円	
 

介護福祉士	
 	
 	
 ７００円	
 

看護師	
 １、５００円	
 

	
 

第12条	
 （キャンセル等）	
 

1. 乙が本サービスをキャンセルしたときは、甲に故意または過失がない限り、乙は、次の定め

に従い日時を変更することができるものとし、既に乙が支払っている利用料金は乙に返還し

ない。	
 

前々日以前のキャンセル	
 1 カ月以内に予約した時間分	
 

前日のキャンセル	
 1 カ月以内に予約した時間の半数分	
 

派遣スタッフ数	
 利用料金（税込）	
 

2 名	
 ２５、０００円	
 

3 名	
 ３５、０００円	
 

上記以外	
 応相談	
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当日のキャンセル	
 変更不可	
 

2. 甲に故意または過失がある場合で、乙がキャンセルした場合は、甲は乙に料金を返金する。	
 

3. 当日、予定時間前にサービスを終了した場合において、これが乙の都合によるときは、乙は

予定時間分の料金を甲に支払うものとする。	
 

	
 

第13条	
 （請求および支払方法）	
 

1. 甲は、利用料金を計算の上、書面または電子メールにより請求書を送付または送信するもの

とし、乙は、当該請求書記載の料金について相殺または減額することなく、その全額を甲指

定の方法により、甲指定の支払期日までに支払わなければならない。この場合においては、

振込手数料などの送金に係る手数料は乙が負担するものとする。	
 

2. 本サービスの支払いは甲が認めた場合を除いて、原則として前払いとする。	
 

3. 甲は毎月中旬に翌月の固定料金と先月の変動料金を乙に請求するものとする。乙は、当該請

求額を当月末までに支払うものとする。	
 

4. 前項の規定にかかわらず、スポットサービス、掃除集中プラン、その他甲が指定するサービ

スの利用料金については、現金にて支払うものとする。	
 

5. 乙が支払わなかった場合は、乙は、甲に対し、約定支払日の翌日から年利 14.6％で計算した遅

延損害金、およびかかる料金を回収するにあたり甲に発生した諸費用（弁護士費用を含むがこ

れに限られない。）を支払うものとする。乙は、料金に対して課税される税金を同時に支払うも

のとする。	
 

	
 

第14条	
 （保証金）	
 

1. 乙は、甲が後払いを認めた場合で、甲が必要だと判断した場合は、利用時間に応じて甲が定

める利用額の１ヶ月相当にあたる保証金を預託しなければならない。	
 

2. 乙に、利用頻度に過度の増減があった場合は、甲は保証金の追納を求める事ができる。	
 

3. 保証金は、本サービスおよび付随するサービスの利用料に対する担保として乙が甲に預託す

るものとします。乙から甲への未払い、滞納金の債務不履行がある場合は、甲はこれに保証

金を充当できるものとする。	
 

4. 甲に預託されている保証金は、返還請求権を第三者に譲渡、他の債権の担保に供することは

できないものとする。また本サービス利用期間中に本サービス利用料金と相殺できないもの

とする。	
 

5. 保証金は、本サービス提供後３０日以内に乙の指定する口座へ返金する。振込手数料は乙の

負担とする。	
 

	
 

第15条	
 （契約期間）	
 

1. 本契約の契約期間は、サービス開始日より開始し、甲乙間で別途合意がない限り定めないも

のとする。	
 

2. 契約期間の定めがない場合、乙は書面により解約の申し出をすることにより、申し出日の翌

月末で解約したものとする。	
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3. 甲乙間で契約期間を定めた場合、甲ないし乙が相手方に契約期間満了の 1 ヶ月前までに書面

により契約を更新しないとの通知を行わない場合には契約期間は同期間自動更新する。	
 

4. 乙が契約期間の途中で解約した場合でも、乙は甲に対しその契約期間満了までの利用料金を

支払う。	
 

	
 

第16条	
 （損害賠償額の予定）	
 

本サービスの利用中、甲の責に帰すべき事由により、乙に損害が生じたときは、甲の加入する保

険（賠償責任保険、損害保険）の限度内で、甲は乙に対し、賠償金を支払うものとする。	
 

	
 

第17条	
 （損害金）	
 

甲が乙に利用料金の後払いを認めた場合で乙が利用代金を支払わない場合は、乙は甲に対し支払

日の翌日から完済するまで年１４．６％の遅延損害金を支払わなければならない。	
 

乙は甲が乙に対する未払利用料金及び遅延損害金の請求するに際して要する手続き費用(内容証

明郵便に要する費用、弁護士費用等、甲に生じる費用一切を負担する。	
 

	
 

第18条	
 （解除事由）	
 

1. 乙が次のいずれかの事由に該当するに至ったときは、甲は何らの催告をすることなく、直ち

に本契約を解除することができるものとする。この場合においては、乙は甲に対して負担す

る債務について期限の利益を失い、直ちに債務の全部を履行しなければならない。	
 

(1) 公序良俗に反する行為、法律、法令等に違反する行為を行ったとき	
 

(2) 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行または競売の申立てを受けたとき	
 

(3) 公租公課の滞納処分を受けたとき	
 

(4) 支払停止または支払不能の状態に陥ったとき	
 

(5) 破産手続その他の倒産手続がなされたとき	
 

(6) 資産、信用または支払能力等に重要な変更が生じたとき	
 

(7) 甲の名誉または信用を失墜させ、もしくは甲に重大な損害を与えたとき	
 

(8) 前各号に定めるほか本契約の履行を困難にする事由が生じたとき	
 

(9) 甲が後払いを認めた場合で、乙が未払いのまま支払い指定期日から 14 日経過したとき	
 

2. 前項の規定に基づく契約の解除は、甲の乙に対する損害賠償請求権を妨げない。	
 

3. 第１項の規定に基づいて契約が解除されたときは、乙は甲に対し、残りの契約期間分の料金

を違約金として支払わなければならない。	
 

	
 

第19条	
 （直接取引の禁止） 
1. 乙は、甲との契約締結中、甲の業務委託先又は甲の業務委託先であった者と直接、本規約第

1条にかかるサービス利用契約を締結してはならない。	
 

2. 乙は、甲との契約終了後 1年以内において、甲の業務委託先又は甲の業務委託先であった者
と本規約第 1条にかかるサービス利用契約を締結してはならない。	
 

3. 前各項に違反し、甲に損害を発生させた場合、乙は、甲に対し違約金として、金 50 万円を
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支払う。もっとも、甲に実際に生じた損害が上記違約金額を上回る場合は、乙に対し、実際

に生じた損害の賠償を請求できる。	
 

	
 

第20条	
 （料金の改定等）	
 

経済情勢の変動等やむを得ない事由が生じたときは、甲は本サービスの利用料金を変更すること

ができる。この場合においては、甲はその変更事項を遅滞なく乙に通知するものとする。	
 

	
 

第21条	
 （機密保持義務）	
 

1. 甲および乙は、取引関係を通じて知り得た相手方の営業上または技術上の情報（以下「機密

情報」いう。）を、相手方の承諾を得ないで第三者に開示してはならない。ただし、次の各

号に該当するものについてはこの限りでない。	
 

	
 	
 	
 	
 ①	
 開示を受けまたは知得する前に公然知られた情報	
 

	
 	
 	
 	
 ②	
 開示を受けまたは知得した後に自己の責によらずに公然知られた情報	
 

	
 	
 	
 	
 ③	
 開示を受けまたは知得する前に自己が既に保有していたことを証明できる情報	
 

	
 	
 	
 	
 ④	
 正当な権原を有する第三者から適法に取得したことを証明することができる情報	
 

	
 	
 	
 	
 ⑤	
 独自に取得したことを証明することができる情報	
 

2. 甲または乙が前項の規定に違反し、これにより相手方に損害が生じたときは、相手方に対し

その損害を賠償する責を負う。	
 

	
 

第22条	
 （本規約の改定）	
 

本規約は、法令の変更または、監督官庁の指示、その他の必要が生じた時に改定される事がある

ものとする。なお、改定の内容が、乙の従来の権利を制限するもしくは乙に新たな義務が課する

ものである時はその改定事項を Web サイトで掲示するなど甲が定める方法により通知する。この

場合、甲がその都度定める期日までに乙が異議を申し出ないときは、乙はその変更に合意したも

のとみなす。	
 

	
 

第23条	
 （権利および地位の譲渡等）	
 

甲および乙は、本契約に基づく一切の権利、義務および地位を相手方の承諾なしに、譲渡、転貸、

担保差入その他形態を問わず処分することはできない。	
 

	
 

第24条	
 （管轄裁判所および準拠法）	
 

1. 本契約に関して紛争が生じ、それを裁判で解決するときは、名古屋地方裁判所または名古屋

簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。	
 

2. 本契約の成立および効力、並びに本契約に関して発生する問題の解釈および履行等について

は、日本国の法律に準拠するものとする。	
 

	
 

平成 23 年	
 10 月 1 日	
 制定	
 

平成 24 年	
 11 月１日	
 改定	
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平成 25 年	
 1 月 3 日	
 改定	
 

平成 25 年 8 月１日	
 改定	
 

平成 26 年 3 月	
 1 日	
 改定	
 

	
 

	
 

スマイルプラス合同会社	
 

代表	
 松原	
 舞	
 

	
 


